
４

（ 別紙）

「 既存のサービス事業所の届出留意事項（ 令和８年６月）」

項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い

１ １１： 訪問介護

１２： 訪問入浴介護

１５： 通所介護

１６： 通所リハビリテーション

２１： 短期入所生活介護

２２： 短期入所療養介護

２３： 短期入所療養介護

２Ａ： 短期入所療養介護

３３： 特定施設入居者生活介護

２７： 特定施設入居者生活介護(短

期利用型)

５１： 介護福祉施設サービス

５２： 介護保健施設サービス

５５： 介護医療院サービス

６２： 介護予防訪問入浴介護

６６： 介護予防通所リハビリテー

ション

２４： 介護予防短期入所生活介護

２５： 介護予防短期入所療養介護

２６： 介護予防短期入所療養介護

２Ｂ： 介護予防短期入所療養介護

３５： 介護予防特定施設入居者生

活介護

７６：定期巡回・随時対応型訪問介

護看護

７１： 夜間対応型訪問介護

７８： 地域密着型通所介護

７２： 認知症対応型通所介護

７３： 小規模多機能型居宅介護

６８：小規模多機能型居宅介護（ 短

期利用型）

３２： 認知症対応型共同生活介護

３８： 認知症対応型共同生活介護

（ 短期利用型）

「 その他該当する体制等」 欄の

「 介護職員等処遇改善加算」

「 ７： 加算Ⅰ」

「 ８： 加算Ⅱ」

を

「 ７： 加算Ⅰイ」

「 ８： 加算Ⅱイ」

に変更し

「 Ｓ： 加算Ⅰロ」

「 Ｔ ： 加算Ⅱロ」

を追加

「 Ｓ： 加算Ⅰロ」「 Ｔ ： 加算Ⅱロ」

に該当する場合は、新たな加算の

届出が必要となる。

既存届出内容が「 ７： 加算Ⅰ」 で、

新たな届出がない場合は「 ７：加算

Ⅰイ」 とみなし、既存届出内容が

「 ８：加算Ⅱ」で、新たな届出がな

い場合は「 ８：加算Ⅱイ」とみなす。

（ 注） 基本的に届け出を行うよう

指導する点に留意が必要。
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い

３６： 地域密着型特定施設入居者

生活介護

２８： 地域密着型特定施設入居者

生活介護(短期利用型）

５４： 地域密着型介護老人福祉施

設入居者生活介護

７７：複合型サービス（ 看護小規模

多機能型居宅介護）

７９：複合型サービス（ 看護小規模

多機能型居宅介護・ 短期利用型）

７４： 介護予防認知症対応型通所

介護

７５： 介護予防小規模多機能型居

宅介護

６９： 介護予防小規模多機能型居

宅介護（ 短期利用型）

３７： 介護予防認知症対応型共同

生活介護

３９： 介護予防認知症対応型共同

生活介護（ 短期利用型）

２ ２１： 短期入所生活介護

２２： 短期入所療養介護

２３： 短期入所療養介護

２Ａ： 短期入所療養介護

２４： 介護予防短期入所生活介護

２５： 介護予防短期入所療養介護

２６： 介護予防短期入所療養介護

２Ｂ： 介護予防短期入所療養介護

「 その他該当する体制等」 欄の

「 併設本体施設における介護職員等

処遇改善加算Ⅰの届出状況」

を

「 併設本体施設における介護職員等

処遇改善加算Ⅰイ又はロの届出状況」

に名称変更

（ 注）要件の見直しを踏まえ、新し

い要件に即して届け出を行うよう

留意が必要。

３ １３： 訪問看護

１４： 訪問リハビリテーション

４３： 居宅介護支援

６３： 介護予防訪問看護

６４： 介護予防訪問リハビリテー

ション

４６： 介護予防支援

「 その他該当する体制等」 欄の

「 介護職員等処遇改善加算」

「 １： なし」

「 ２： あり」

を新設

新たな届出がない場合は「 １： な

し」 とみなす。


